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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚  

発生日時 平成３１年３月３日 ２１時２３分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市松
まつ

島南岸（三原瀬戸） 

大久野
お お く の

島灯台から真方位２４６°１.１６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１７.７′ 東経１３２°５８.３′） 

事故の概要 貨物船愛
あい

南
なん

丸は、東北東進中、干出浜（岩）に乗り揚げた。 

愛南丸は、船首船底部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年３月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

貨物船 愛南丸、１９９トン 

１３５１４９、株式会社萬周海運（Ａ社） 

５７.８４ｍ×９.３０ｍ×５.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成８年３月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５９年１２月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年９月３日 

免状有効期間満了日 令和元年１２月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部外板に破口及び擦過傷、船底部外板に凹損を伴う擦過傷 

 気象・海象 

  

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約２７０㎝（竹原） 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、空倉で、整備点検の目的で、平

成３１年３月２日１４時１０分ごろ、香川県丸亀市丸亀港に向け、福

岡県大牟田市三池港を出港した。 

本船は、船長が、３日１９時３０分ごろ愛媛県松山市安居
あ い

島北西方

沖で前直者と当直を交替して単独の船橋当直につき、舵輪の前方に置

いた椅子に腰を掛け、大下
お お げ

瀬戸を通過して三原瀬戸を自動操舵により

約１１ノット（kn）の対地速力で北北東進した。 

船長は、２１時１８分ごろ、神殿
こうどの

島北方灯浮標北北西方沖で、自動
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操舵のボタンを操作して、針路を大久野島灯台の白い灯光に向けたの

ち、同じ姿勢で当直を続けているうち、いつしか居眠りに陥った。 

船長は、２１時２３分ごろガーンという音と衝撃で目が覚めて本船

が松島南岸の干出浜に乗り揚げたことに気付き、機関を後進にかけて

離礁を試みたが離礁しなかった。 

 船長は、乗組員の安全及び本船の損傷状況を確認した後、本事故の

発生状況等をＡ社に報告したのち、海上保安庁に通報した。 

本船は、Ａ社が手配した引船により引き出されたのち、自力で航行

して広島県大崎
おおさき

上島
かみしま

町の造船所の岸壁で仮修理を行い、丸亀港に向か

った。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約１.８ｍ、船尾約２.３ｍであった。 

 船長は、平素から睡眠時間を約６～７時間とっており、本事故時も

寝不足ではなかった。 

 船長は、大崎上島町木江港沖で錨泊船を見た後は、周囲に他船を認

めなかったこと、海上が平穏であったこと及び航行経験豊富な海域で

あったことで安堵
あ ん ど

して居眠りに陥ったと本事故後に思った。 

 船長は、いつもであれば転針時に行っていた、ＧＰＳプロッターの

画面で方位カーソルを針路目標に向けて針路の度数を決めたり、レー

ダーで松島の存在を確認したりした記憶がなかったことや、これまで

は、神殿島北方灯浮標の西方約０.２Ｍで転針していたが、それより

もＧＰＳプロッターの航跡が同灯浮標から離れていたことなどから、

転針時には判断力が低下していたのかもしれないと、本事故後に思っ

た。 

 本船は、自動操舵に切り替えると作動する船橋航海当直警報装置が

設置され、５分間に設定した休止時間タイマーの設定時間内にリセッ

トボタンを押さないか、又は当直航海士の動作を検出しないと警報が

作動するようになっていた。 

 船長は、本事故発生前に船橋航海当直警報装置の警報音を聞いてい

なかった。また、同装置の異常もなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大三島北西方沖を自動操舵により東北東進中、単独で船橋

当直についていた船長が居眠りに陥り、松島に向かって航行を続けた

ことから、同島南岸の干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、周囲に他船を認めなかったこと、海上が平穏であったこ

と、航行経験が豊富な海域を航行していたこと及び自動操舵のまま腰

を掛けていたことから、覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考
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えられる。 

 本船の船橋航海当直警報装置は、休止時間タイマーの設定が５分で

あり、船長が針路を大久野島灯台の灯光に向けた後に居眠りに陥り、

本事故が発生するまでの間が５分未満であったことから、警報が作動

しなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、大三島北西方沖を自動操舵により東北東

進中、単独で船橋当直についていた船長が居眠りに陥り、松島に向か

って航行を続けたため、同島南岸の干出浜に乗り揚げたものと考えら

れる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、以下の再発防止策を自社船に文書により通達し

た。 

・眠気を感じたら顔を洗う、体操をする、ウイングに出て外気に当

たる、もたれかかったり座ったりしない、機関部に眠気防止支援

を要請する。 

・船橋航海当直警報装置の設定時間は３分間に設定する。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋航海当直者は、定期的に身体を動かしたり、外気に当たった

りして、居眠りを防止すること。 

・船橋航海当直警報装置は、センサーの取付角度等を適切に調整す

るとともに、輻輳
ふくそう

海域や島や浅所の多い海域を航行する船舶の場

合は、休止時間を可能な限り短く設定すること。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時刻 

（時：分：秒） 

船    位 ※ 
対地針路※ 

(°) 

船首方位※ 

(°) 

対地速力 

(kn) 
北   緯 

（°-′-″） 

東   経 

（°-′-″） 

20:53:59 034-12-59.5 132-55-39.7 014.2 012 11.6 

20:59:59 034-14-06.3 132-55-59.2 014.8 016 11.5 

21:00:58 034-14-17.2 132-56-03.2 019.5 018 11.6 

21:01:58 034-14-28.4 132-56-07.4 018.6 019 11.4 

21:02:59 034-14-39.1 132-56-11.6 018.0 019 11.2 

21:03:59 034-14-49.7 132-56-16.1 020.3 021 11.2 

21:04:58 034-15-00.4 132-56-20.7 019.5 020 11.5 

21:05:58 034-15-11.1 132-56-26.0 021.5 022 11.6 

21:07:00 034-15-21.9 132-56-31.8 024.6 023 11.5 

21:07:58 034-15-32.0 132-56-37.0 026.0 025 11.3 

21:08:59 034-15-42.7 132-56-42.3 022.2 023 11.4 

21:09:59 034-15-53.1 132-56-47.9 022.7 022 11.4 

21:10:58 034-16-03.8 132-56-53.0 018.3 016 11.4 

21:11:58 034-16-14.7 132-56-55.6 011.9 012 11.4 

21:12:58 034-16-26.1 132-56-58.5 010.3 009 11.4 

21:13:58 034-16-37.2 132-57-01.5 014.3 012 11.5 

21:14:59 034-16-48.5 132-57-04.3 013.9 017 11.4 

21:15:59 034-16-59.3 132-57-08.8 020.2 023 11.4 

21:16:58 034-17-10.0 132-57-12.5 013.1 021 11.0 

21:17:58 034-17-19.9 132-57-18.7 040.6 050 11.0 

21:18:59 034-17-25.5 132-57-29.9 064.7 065 11.1 

21:20:00 034-17-30.0 132-57-42.6 067.1 068 11.4 

21:21:01 034-17-34.5 132-57-55.5 069.3 072 11.5 

21:21:58 034-17-38.5 132-58-07.7 067.9 069 11.4 

21:22:28 034-17-40.4 132-58-14.2 072.0 072 11.4 

21:23:29 034-17-41.9 132-58-20.6 － 052 0.6 

21:23:58 034-17-41.8 132-58-20.7 － 046 0.0 

21:24:30 034-17-41.9 132-58-20.7 － 050 0.2 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は真

方位である。 

 


